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 資料編   

 

１ 日常生活圏域ごとの相談窓口・サービス提供施設等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆西部地区 

地域包括支援センター   １か所 

高齢者センター      １か所 
 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） : １か所(104 人) 

小規模多機能型居宅介護：１か所(20人) 

◆三鷹駅周辺地区 

地域包括支援センター １か所 

 

介護老人保健施設 
（老人保健施設）      ：１か所(90人) 

認知症高齢者グループホーム ：２か所(53人) 

◆井の頭地区 

地域包括支援センター １か所 

井の頭地域福祉支援センター 

  （シルバー交番） １か所 
 

◆東部地区 

地域包括支援センター １か所 

 

介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム）  ：１か所(60 人) 

介護老人保健施設 

（老人保健施設）     ：１か所(61 人) 

認知症高齢者グループホーム：２か所(36 人) 

◆大沢地区 

地域包括支援センター １か所 

高齢者センター    １か所 

 

介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム）： １か所(132 人) 

小規模多機能型居宅介護：１か所(29人) 

◆連雀地区 

地域包括支援センター １か所 

老人福祉センター    １か所 

 
介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）     ：１か所(100人) 

介護老人保健施設 
（老人保健施設）        ：１か所(100人) 

介護療養型医療施設 

（療養病床等）       ：１か所(129人) 

認知症高齢者グループホーム ：１か所(18人) 

◆新川中原地区 

地域包括支援センター １か所 

 
介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）  ：１か所(120人) 

介護老人保健施設 
（老人保健施設）     ：１か所(120人) 

認知症高齢者グループホーム：3か所(63人) 

小規模多機能型居宅介護  ：１か所(29 人) 

看護小規模多機能型居宅介護：１か所(29 人) 
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２ 策定組織 

 

（１）三鷹市介護保険事業計画検討市民会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 三鷹市介護保険事業計画（以下「本計画」という。）の策定に関し、市民及び関係者

等の立場からの意見を本計画に反映させるため、三鷹市介護保険事業計画検討市民会議（以

下「市民会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 市民会議の所掌事項は、本計画素案の検討及びその結果の市長への報告とする。 

（構成） 

第３条 市民会議は、次に掲げる者（以下「委員」という。）16人以内をもって構成する。 

(１) 三鷹市健康福祉審議会委員 ５人 

(２) 公募委員 ３人以内 

(３) 三鷹市介護保険事業者連絡協議会から推薦を受けた者 １人 

(４) 市内各地域包括支援センターから推薦を受けた者 １人 

(５) 社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会から推薦を受けた者 １人 

(６) 関係市民団体から推薦を受けた者 ４人 

(７) 学識経験者 １人 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。 

（会長等） 

第５条 市民会議に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は、市民会議を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議等） 

第６条 市民会議は、会長が招集する。 

２ 市民会議は、必要に応じて分科会を設置することができる。 

（関係職員の出席等） 

第 7 条 会長は、本計画を検討していく上で必要があると認めるときは、関係部課の職員等

に市民会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 市民会議の庶務は、健康福祉部介護保険課が所掌する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 26 年 4 月 23 日から施行する。 

附 則(令和元年 11月 14 日施行) 
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この要綱は、令和元年 11 月 14 日から施行する。 

附 則(令和元年 12月 10 日施行) 

この要綱は、令和元年 12 月 10 日から施行する。 

附 則(令和 2年 4 月 1 日施行) 

この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 

（２）第八期三鷹市介護保険事業計画検討市民会議委員名簿 

 

 氏  名 委員内訳 団体名・役職名 

1 神﨑 恒一 健康福祉審議会 杏林大学医学部高齢医学教授 

2 中澤 敏 健康福祉審議会 東京都三鷹市歯科医師会会長 

3 杉山 一延 健康福祉審議会 三鷹市薬剤師会会長 

4 髙橋 景市 健康福祉審議会 三鷹市老人クラブ連合会会長 

5 家崎 芳恵 健康福祉審議会 三鷹市介護保険事業者連絡協議会会長 

6 海野 美砂 公募委員 無作為抽出公募委員候補者名簿 

7 伊藤 千鶴子 公募委員 無作為抽出公募委員候補者名簿 

8 野原 淳志 公募委員 無作為抽出公募委員候補者名簿 

9 吉野 泰正 三鷹市介護保険事業者連絡協議会 三鷹市介護保険事業者連絡協議会役員 

10 香川 卓見 市内地域包括支援センター 三鷹市大沢地域包括支援センター長 

11 竹川 健太郎 三鷹市社会福祉協議会 三鷹市社会福祉協議会事務局長 

12 〇内原 正勝 関係団体 三鷹市医師会会長 

13 三井 香代子 関係団体 三鷹市民生・児童委員協議会高齢福祉部会長 

14 柳本 史貴 関係団体 三鷹市ボランティア連絡協議会 

15 中川 正機 関係団体 連雀・地域ケアネットワーク会長 

16 ◎市川 一宏 学識経験者 ルーテル学院大学学長 

※ 団体名・役職名は就任当時（令和２年２月）のもの           ◎・・会長  ○・・副会長 
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３ 関係資料 

 

（１）三鷹市健康福祉審議会 諮問・答申 
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４ 用語解説 

 

あ行 

 

ＩＡＤＬ（アイ・エー・ディー・エル） 

 手段的日常生活動作（Instrumental 

Activity of Daily Living）のこと。IADL

は、ADL よりも一段階複雑な行動を指す。厚

生労働省では買い物、食事の準備、家事、洗

濯、金銭の管理能力などを IADL の評価指標

としている。 

 

ＩＣＴ（アイ・シー・ティー） 

情報通信技術（Imformation and 

Communication Technology）のこと。 

 

一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け

隔てることなく、市民運営の通いの場を充実

させ、人と人とのつながりを通じて、参加者

や通いの場が継続的に拡大していくような地

域づくりを推進することを目的としている。

介護予防に関する知識の啓発や地域における

介護予防活動への支援、通いの場へのリハビ

リテーション専門職の派遣などを行う。 

 

ＡＤＬ（エー・ディー・エル） 

日常生活動作（Activity of Daily Living）

のことで、食事やトイレ、入浴や整容、さら

に移動などといったような、日常生活の中で

ごく当たり前に行っている習慣的行動のこ

と。 

 

ＮＰＯ法人（エヌ・ピー・オー・法人） 

 特定非営利活動法人（Non Profit 

Organization）のこと。福祉、環境、文化、

平和などの分野において、営利を目的とせず

に活動を行う民間の組織（団体） 

 

 

か行 

 

介護給付費準備基金 

３年間の介護保険事業計画期間を通じ

て、毎年介護保険料を改定することなく財

政運営を行うために、保険者（市区町村）

が設置する基金のこと。 

 

介護サービス 

介護保険制度に基づくサービスを指し、

利用には要介護認定が必要となる。 

 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護・要支援認定者がその心身の状況

などに応じて、適切な介護サービスを利用

できるように介護サービス計画（ケアプラ

ン）を作成し、介護全般に関する相談援

助、関係機関との連絡調整、介護保険の給

付管理等を行う人のこと。 

 

介護者談話室サポーター 

家族を介護する介護者が地域で身近に通

える場として開催される「介護者談話室」

等の運営をサポートし、介護者が一人で介

護の負担を抱え込まないよう支援するボラ

ンティアのこと。 

 

介護保険のしおり 

三鷹市が発行している介護保険について

の基本的な事項をまとめた冊子で、毎年改

定している。三鷹市役所の介護保険課、各

市政窓口、各地域包括支援センターで配布

している。 
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介護予防 

要介護状態になることをできる限り防ぐ

（遅らせる）とともに、要介護状態にあっ

てもその重度化をできる限り防ぎ、さらに

は軽減を目指すこと。 

 

介護予防教室 

高齢者が介護を必要とせずに、いつまで

も地域で生き生きと暮らしていけるように

するために開催される、運動機能向上や認

知症予防などをテーマにした教室のこと。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

高齢者が住み慣れた地域での生活を継続

できるように、地域全体で高齢者を支える

とともに、高齢者自身も自らの持つ能力を

最大限に活かして、要介護状態になること

を予防するために創設された仕組み。三鷹

市では、平成 28 年（2016 年）４月から

実施している。 

 

介護離職 

家族を介護するために仕事を辞めるこ

と。職種や雇用形態は問わない。 

 

介護ロボット 

 ロボット技術が応用され、要介護者等の

利用者の自立支援や介護者の負担を減らす

介護機器のこと。装着型パワーアシスト、

歩行アシストカート、自動排せつ処理装

置、見守りセンサー等がある。 

  ※ロボット技術とは、「情報を感知（セン

サー系）」、「判断し（知能・制御系）」、

「動作する（駆動系）」、この３つの要素

技術を有する、知能化した機械システム

のこと。 

 

 

 

通いの場 

地域の身近な場所で、自主的かつ継続的

に、介護予防を目的として開催される、誰

もが参加できる市民運営の居場所のこと。 

 

（認知症）キャラバン・メイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サ

ポーター養成講座」において、講師役を務

める人のこと。キャラバン・メイトになる

ためには、所定のキャラバン・メイト養成

研修を受講し登録する必要がある。 

 

旧どんぐり山施設 

三鷹市立特別養護老人ホームどんぐり山

及び三鷹市高齢者センターどんぐり山を運

営していた施設（令和２年３月 31 日を以

って完全閉鎖） 

 

共生型サービス 

高齢者と障がい者（児）が、同一の事業

所でサービスを受けやすくするために、設

置されるサービスのこと。介護保険又は障

がい福祉のいずれかの指定を受けた事業所

が、もう一方の制度における指定を受けや

すくなる。 

 

ケアプラン（介護支援計画） 

利用者の心身の状況、利用者や家族の希

望等を勘案のうえ、総合的な援助方針や目

標を設定し、目標を達成するために利用す

る介護サービスの種類、内容等を定めた介

護サービスの利用計画のこと。 

 

ケアマネジメント 

利用者が、地域社会による見守りや支援

を受けながら、地域での望ましい生活の維

持継続を阻害する様々な複合的な生活課題

（ニーズ）に対して、生活の目標、課題解

決に至る道筋、方向性等を明らかにして、
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地域社会にある資源の活用、改善及び開発

をとおして、総合的かつ効率的に継続して

利用者のニーズに基づく課題解決を図って

いくプロセスと、それを支えるシステムの

こと。 

 

傾聴ボランティア 

一人暮らし高齢者宅などを訪問して、

日々を穏やかに過ごせるように共感しなが

らお話を聴くボランティア活動のこと。 

 

権利擁護 

判断能力が十分でない高齢者や障がいの

ある人が、人として生まれながらに持って

いる権利や尊厳が保障され、社会生活が営

めるよう意思能力に応じて、社会制度、組

織（システム）、専門家等によって擁護され

ること。 

 

権利擁護センター 

判断能力が十分でない高齢者や障がいの

ある人が、住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、福祉サービスの利用手続きや財

産管理の援助、悪質商法等の権利侵害、複

雑な契約や相続等の法律行為等についての

相談・助言、成年後見制度の利用支援等を

行っている。 

 

後期高齢者 

75 歳以上の高齢者のこと。65 歳以上

75 歳未満は前期高齢者という。 

 

後方支援病床利用事業 

市内在住の在宅療養者に一時的な入院が

必要となった際に、市内の協力医療機関に

受け入れる仕組み。入院先の確保が円滑に

行われることにより、在宅療養者やその家

族が安心して日常の在宅療養生活を送るこ

とができるようにするもの。 

高齢者社会活動マッチング推進事業 

専門的な知識や経験を「地域で発揮した

い」高齢者と、サポートを必要とする個人

や団体とを結びつけるため、IT（情報シス

テム)等を活用し、マッチングすることで、

高齢者の社会活動への参加を推進する事業

のこと。 

 

高齢者見守りキーホルダー（あんしんキー

ホルダー）事業 

市内在住の高齢者に登録番号が記載され

たキーホルダーを渡し、外出時に携帯して

もらうことで、外出先での緊急時などに、

医療機関、警察署、消防署等が担当の地域

包括支援センターへ連絡を取り、身元の確

認や家族への連絡に情報を活用するもの。 

 

コミュニティ創生 

住民同士の「支え合い」による新たな

「共助」の仕組みを通して、現代的な課題

を地域で解決していこうという三鷹市独自

の取組のこと。三鷹市の重点施策として、

平成 23 年度（2011 年度）から取組を行

っている。 

 

国保データベース（KDB）システム 

国民健康保険団体連合会が保険者（市区

町村）の委託を受けて行う各種業務を通じ

て管理する「特定検診・特定保健指導」、

「医療（後期高齢者医療を含む。）」、「介護

保険」等の情報を活用し、統計情報等を提

供し、保険者の効率的かつ効果的な保健事

業の実施をサポートすることを目的として

構築されたシステムのこと。 

 

心のバリアフリー 

様々な心身の特性や考え方を持つ全ての

人々が、相互に理解を深めようとコミュニ

ケーションをとり、支え合うこと。 
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コミュニティバス 

地域住民の移動手段を確保するために地

方自治体等が運行するバスのこと。 

 

さ行 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の暮らしの安心を支えるサービス

を提供する住宅のこと。バリアフリー対応

等の条件を備え、安否確認や生活相談など

のサービスを受けられる。 

 

在宅医療・介護連携 

医療と介護の両方を必要とする高齢者

が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

続けることができるよう、地域における医

療・介護の関係機関が連携して、包括的か

つ継続的な在宅医療・介護を提供する取組 

 

社会福祉協議会 

社会福祉法に基づき、都道府県、市区町

村単位に１つずつ設置されている団体。地

域住民のほか、民生・児童委員、社会福祉

施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、

保健・医療・教育など関係機関の参加、協

力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで

安心して生活することのできる「福祉のま

ちづくり」の実現を目指した様々な活動を

行っている。 

 

若年性認知症 

65 歳未満で発症する認知症のこと。若

年性認知症と高齢期の認知症とでは、病理

的な違いはない。働き盛りの世代で発症し

た場合には、家族の生活への影響が大きく

なったり、親の介護と時期が重なったりす

るなど、介護者への負担が大きくなりやす

いと言われている。 

 

シルバー人材センター 

一定地域に居住する定年退職者等を会員

として、その希望に応じた臨時的・短期的

な就業の機会の確保・提供を目的として設

立された都道府県知事の指定する公益法人 

 

生活支援コーディネーター 

高齢者の介護予防や社会参加、生きがい

づくりなどの活動を支援する役割を担う

人。主に、関係者・支援者が協力し合える

ネットワークの構築や、利用者のニーズと

サービスのマッチング、サービスの担い手

の養成、新たなサービスの開発などを行っ

ている。三鷹市では、平成 28年（2016

年）４月から市内全７地区に配置してお

り、各地域包括支援センターと三鷹市社会

福祉協議会が、その役割を担当している。 

 

生活支援体制整備事業 

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の

高齢者が増加する中、NPO 法人やボラン

ティア等の多様な主体と連携しながら、日

常生活上の支援体制の充実・強化、高齢者

の社会参加の推進を一体的に図っていくこ

とを目的とする事業。生活支援コーディネ

ーターを配置するとともに、様々な主体の

定期的な情報共有と連携強化の場として、

協議体（市全域を対象とする 1 層の協議体

と、日常生活圏域を対象とする 2層の協議

体）を設置している。 

 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどに

より物事を判断する能力が十分ではない人

について、本人の尊厳と権利を護るため、

財産管理・身上監護（生活について配慮す

ること。）を成年後見人等が行うことにより

保護・援助する制度。成年後見人等は、裁
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判所に申立てを行うことにより選任され

る。 

 

た行 

 

第三者評価事業 

事業者の提供するサービスの質を当事者

(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第

三者機関が、専門的かつ客観的な立場から

評価する事業 

 

ダブルケア 

 １人の人や１つの世帯が同時期に育児と

介護の両方を担うこと。ダブルケアラー

は、ダブルケアを担う人のこと。 

 

団塊の世代 

第二次世界大戦直後の数年間のベビーブ

ーム時に生まれた世代。昭和 22 年

（1947 年）から昭和 24 年（1949 年）

までに生まれた世代のこと。 

 

団塊ジュニア世代 

昭和 46 年（1971 年）～昭和 49 年

（1974 年）の第２次ベビーブーム期に生

まれた世代のこと。世代人口は団塊の世代

に次いで多い。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え

手」、「受け手」という関係を超えて、地域

住民の多様な主体が「我が事」として参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超え

て「丸ごと」つながることで、住民一人ひ

とりの暮らしと生きがい、地域をともに創

っていく社会のこと。 

 

 

地域ケアネットワーク 

子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れ

た地域でいきいきと暮らせる共助のまちづ

くりを目指して、三鷹市の７つのコミュニ

ティ住区で活動するネットワーク組織。各

住区で活動する住民協議会や町会・自治

会、民生・児童委員、ボランティア団体、

市民と、関係機関団体、行政などで構成さ

れる。地域の課題解決に向けて協議すると

ともに、それぞれの特色を生かした居場

所・サロン事業、多世代交流事業、見守り

支えあい事業、地域向け講座など幅広い取

組を検討し、実施している。 

 

地域支援事業 

高齢者が要介護状態等となることを予防

するとともに、要介護状態等となった場合

においても、地域において自立した日常生

活を営むことができるよう支援するために

市町村が行う事業。平成 27 年度（2015

年度）の介護保険制度の改正により、地域

包括ケアシステムの構築に向けて、サービ

スの充実や事業の重点化・効率化を図るた

め、事業の見直しが行われた。 

 

地域福祉ファシリテーター 

三鷹市、武蔵野市、小金井市の三市三社

協（令和３年度からは調布市を含め四市四

社協）とルーテル学院大学の共催による養

成講座を修了した「福祉のまちづくりを協

働して推進する人」のこと。 

 

地域包括ケア会議 

高齢者個人に対する支援の充実と、それ

を支える社会基盤の整備を同時に進めてい

くことを目的として、行政職員や地域の関

係者で構成される会議体。三鷹市では「地

域包括ケア会議」として、個別課題から地
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域のニーズを把握し、政策形成につなぐ要

となる事業として取り組んでいる。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者が重度の要介護状態となっても、

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けられることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援を一

体的に提供することを目指す仕組みのこ

と。 

 

地域包括支援センター 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮

らし続けられるように、包括的かつ継続的

な支援を行う介護保険制度上の機関で、各

保険者（市区町村）が設置する。社会福祉

士、主任ケアマネジャー、保健師等がその

専門知識や技術を互いに活かしながらチー

ムで活動し、地域住民と連携して地域のネ

ットワークを構築する。主な業務は、第１

号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジ

メント業務）、総合相談支援業務、権利擁護

業務、包括的・継続的ケアマネジメント支

援業務等。生活支援サービスのコーディネ

ート機能を持つ地域の中核機関にもなって

おり、地域包括ケアシステムの深化・推進

においても、重要な役割を担っている。 

 

地域密着型サービス 

介護が必要になっても、できる限り住み

慣れた自宅や地域から離れずに生活を維持

できるように、各市区町村が主体となっ

て、地域の特性に応じた柔軟なサービスを

提供する介護サービス類型のこと。利用者

は原則として市区町村の住民に限られる。  

 

 

 

チームオレンジ 

認知症の高齢者や家族のニーズと、認知

症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕

組みのこと。 

 

な行 

 

日常生活圏域 

市町村の住民が日常生活を営んでいる地

域として地理的条件、人口、交通事情その

他の社会的条件、介護給付対象サービスを

提供するための施設の整備の状況その他の

条件を総合的に勘案して定める区域のこ

と。三鷹市では市内を７つの地区（圏域）

に分けている。 

 

認知症 

脳や身体の病気のために「記憶する」、

「時間や自分がいる場所を正しく判断す

る」、「計画通りに実行する」などの認知機

能が低下すること。進行すると、日常的な

社会生活に支障が生じる。記憶力の低下＝

認知症という考えは正しくなく、加齢に伴

う物忘れとは異なる。 

 

認知症ガイドブック（ケアパス） 

認知症の状態に応じて、適切なサポート

を受けられるように、どのような状態の時

にどのような支援が受けられるか、知って

おきたい相談窓口や、地域のサービスなど

を紹介しているガイドブック。三鷹市は平

成 28年度（2016 年度）から発行し、認

知症かもしれないと不安になっている方、

介護している家族など、認知症とともに生

きる全ての人たちが、安心して暮らしてい

けるように活用されている。 
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認知症サポーター 

キャラバン・メイトによる認知症サポー

ター養成講座（認知症の知識等に関する住

民向けの講座）を受け、講座を通じて認知

症の正しい知識や付き合い方を理解し、自

分のできる範囲で認知症の人を応援する人

のこと。 

 

認知症地域支援推進員 

認知症になっても住み慣れた地域で生活

を継続するために、効果的な支援を行うこ

とを目的として、医療機関、介護サービス

及び地域をつなぐコーディネーターとして

の役割を担う人のこと。三鷹市では、高齢

者支援課高齢者相談係に配置している。 

 

認知症施策推進大綱 

令和元年 6 月 18 日に認知症施策関係閣

僚会議で取りまとめられた認知症施策の政

府の方針。認知症になっても、住み慣れた

地域で自分らしく暮らし続けられる「共

生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取

組を進めていくとともに、「共生」の基盤の

下、通いの場の拡大など「予防」の取組を

政府一丸となって進めていくことがまとめ

られている。 

 

認知症にやさしいまち三鷹 

認知症の方が住み慣れた地域で、いつま

でも安心して暮らせるまちづくりを進める

ために、「認知症にやさしいまち」を合言葉

として様々な取組を行っている。 

 

は行 

 

8050問題 

ひきこもりの長期化、高齢化から引き起

こされる社会問題のこと。主に 50 代前後

のひきこもりの子どもを 80 代前後の親が

養っている状態を指し、経済難を起因とす

る生活の困窮や当事者の社会的孤立、病

気、介護等といった問題によって親子共倒

れになるリスクが指摘されている。 

 

パブリックコメント 

行政機関が重要な政策を決める際、あら

かじめその案を公表し、広く市民から意

見、情報、改善案等を募集する制度のこ

と。 

 

バリアフリーのまちづくり基本構想 2022 

平成 15 年 10 月に策定された「三鷹市

バリアフリーのまちづくり基本構想」の 基

本理念、取組の方向性を継承しつつ、時点

修正、達成状況の検証による見直しを図

り、平成 24 年３月に策定したもの。年齢

や性別、障がい、国籍などに関わりなく、

いきいきと安心して暮らせるまちをつくる

ために、ハード面での整備、人々の意識な

どソフト面を含めたあらゆる分野でのバリ

アフリー化を進めるための構想 

 

避難行動要支援者名簿 

災害対策基本法に基づいて作成してい

る、避難行動要支援者（災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な方）の名簿のこと。

名簿に登載された方の情報は、本人の同意

が得られた場合、平常時から個人情報の管

理等に関する協定を締結した関係機関（三

鷹警察署、三鷹消防署、三鷹市消防団、三

鷹市民生・児童委員協議会、自主防災組

織、三鷹市社会福祉協議会、町会、自治会

及びマンション管理組合）に提供し、災害

時の円滑で迅速な避難支援等を行うため

に、役立ててもらう。 
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 ＰＤＣＡサイクル（ピー・ディー・シー・

エー・サイクル） 

 Plan／Do／Check／Act の頭文字を揃

えたもので、計画（Plan）→実行（Do）

→評価（Check）→改善（Act）の流れを

次の計画に活かしていくプロセスのこと。 

この 4 段階を順次行って 1 周したら、最

後の Actを次の PDCAサイクルにつな

げ、螺旋を描くように 1 周ごとにサイクル

を向上させて、継続的に業務を改善する仕

組み。 

 

避難所運営連絡会 

避難所における運営組織の呼称。平常時

は、施設管理者、市担当職員、自主防災組

織、その他支援者等の各関係団体により構

成される避難所運営連絡会において、避難

所運営に関する情報共有や避難所訓練を行

い、災害時には、同連絡会に避難者の代表

を加えた避難所運営委員会に移行し、避難

所運営を行う。 

 

福祉避難所 

 高齢者や障がい者その他の特別な配慮を

必要とする要配慮者を受け入れるための設

備、器材及び人財を備えた避難所のこと。 

 

フレイル 

加齢とともに心身の活力（運動機能や認

知機能等）が低下した「虚弱」な状態を指

し、健康な状態と日常生活で介護が必要な

状態の中間の状態のこと。 

 

ほのぼのネット 

小地域での高齢者、障がい者、児童など

の日常的な見守り活動を通じて、福祉ニー

ズを必要なサービスの提供につなげていく

ための、三鷹市社会福祉協議会が運営する

ネットワーク活動のこと。ほのぼのネット

員は民生・児童委員や老人クラブ等から選

出された市民や、熱意のあるボランティア

で構成され、見守り活動のほか、茶話会、

講演会などを行っている。 

 

ま行 

 

三鷹いきいきプラス 

知識や経験を地域で発揮したい高齢者

と、サポートを必要とする個人や団体を結

びつけるため、IT(情報システム)等を活用

することにより、マッチングを行う「高齢

者社会活動マッチング推進事業」の通称名

のこと。 

 

三鷹市消費者活動センター 

市内の消費者団体が自主的に活動する拠

点として、昭和 57 年（1982 年）にオー

プンした施設。消費者の会合、研修会をは

じめ、消費生活相談、苦情処理、消費生活

に係る資料の収集、展示等を行っている。 

 

三鷹かよおっと 

三鷹市の「介護・医療・地域資源データ

ベースシステム」の愛称。三鷹市内と周辺

地域の介護、医療、地域資源の情報をイン

ターネットで一元的に検索できる。 

 

みたか高齢者憲章 

高齢者が三鷹という地域社会の主体的な

構成員であることと、三鷹をつくる全ての

人たちの協働によって、人間らしく尊厳あ

る生活や社会参加と自己実現できる環境、

心身ともに健やかに生活できる地域社会の

建設や地域文化の創造を謳っている。広く

市民の意見を求めて検討し、平成 16 年

（2004 年）３月に市議会で議決された。 
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三鷹市介護保険事業者連絡協議会 

三鷹市内、近隣で介護保険サービスを提

供している事業者が協力して運営している

組織。介護サービスの質の向上を目指すた

め、平成 12年 10 月に設立された。質の

高い介護サービス提供のために、三鷹市と

連携して研修等に取り組むとともに、事業

者相互の情報共有と連携強化に取り組んで

いる。部会は①居宅介護支援事業者部会、

②訪問サービス事業者部会、③施設サービ

ス事業者部会、④福祉用具事業者部会があ

る。事務局は介護保険課が担当している。 

 

三鷹市地域防災計画 

災害対策基本法に基づき、三鷹市防災会

議が策定する計画。市、事業者、防災関係

機関、自主防災組織及び市民等の各主体が

持てる能力を発揮し、主体間で連携を図り

ながら、地震災害等の予防、応急対策及び

復旧・復興対策を実施し、市民の生命、身

体及び財産を保護することを目的としてい

る。 

 

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 

「防災対策の促進」、「子どもの健やかな

育ち」、「高齢者及び障がい者を含む全ての

市民の福祉の向上並びに健康の保持増進」、

「生涯学習及びスポーツの推進」といった

多様な機能を集約し、災害に強いまちづく

りと多様な機能が融合した元気創造の拠点

として平成 29年（2017 年）４月にオー

プンした施設 

 

みたかハンディキャブ 

単独で公共交通機関による外出が困難な

方が通院・通所、ショッピング、レジャー

などの目的で外出する機会が少しでも多く

持てるよう、また、外出がスムーズになり

快適に過ごすことが出来るよう、あおぞら

号の愛称を持つリフト付ワゴン車などによ

る移動サービス（福祉有償運送）を行って

いる特定非営利活動法人（NPO 法人） 

 

みたかふれあい支援員事業 

平成 28 年（2016 年）４月に介護予

防・日常生活支援総合事業が始まったこと

に伴い、三鷹市が開始した独自の事業。多

様な人財によるサービス提供を推進するた

め、介護福祉士等の資格を有する方でなく

ても、三鷹市の指定した研修を受けて「み

たかふれあい支援員」として登録すること

により、訪問型基準緩和サービスに従事す

ることができることとした。 

 

看取り 

終末期の人に対し、身体的、精神的苦痛

を緩和、軽減するとともに、人生の最後ま

で尊厳を保つことを支援すること。近年は

病院で亡くなる方が多いが、看取りケアを

導入し、施設や自宅で看取られる方も増え

ている。 

 

見守りネットワーク事業 

孤立死を防ぐため、地域住民、民生・児

童委員、地域包括支援センター、地域ケア

ネットワーク、民間事業者等の見守り協力

団体等と三鷹市が協働で、子どもから高齢

者までの生命に関する緊急事態に適切かつ

速やかに対応する見守りの仕組み。安心見

守り電話への関係各課連携による対応等の

取組を行っている。 

 

民生・児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣が委

嘱する福祉ボランティア。任期は３年。担

当の地域において、住民の相談に応じ、関

係機関につなげるなど必要な支援を行い、
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社会福祉の増進に努める。児童福祉法に定

める児童委員も兼ねている。 

 

や行 

 

要介護認定 

要介護（要支援）状態にあるかどうか、

要介護（要支援）状態にあるとすれば、介

護や支援を要する状態がどの程度かについ

て判定を行うこと。介護認定審査会による

審査、判定の結果に基づき認定する。認定

されれば、介護サービスを利用した方は、

必要な給付を受けることができる。要介護

認定の基準については、全国一律に客観的

に定められている。 

 

ら行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携窓口みたか 

高齢者が、医療や介護が必要になって

も、安心して在宅での生活を続けることが

できるよう、医療・介護関係者の相互理解

を進め、連携を支援するために、平成 29 

年（2017 年）10 月に三鷹市の高齢者

支援課内に設置された「三鷹市在宅医療・

介護連携支援窓口」の通称 

 

わ行 

 

わくわくサポート三鷹 

おおむね 55 歳以上の方を対象とした無

料職業紹介所のこと。キャリアカウンセラ

ーなどの資格を持つ専門スタッフが、就業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のアドバイスや企業への問い合わせ、紹介 

状の発行等を行う。 

 

 


